
分　類 施設名 項　目
改定前

（※1時間あたり）
改定後

（※1時間あたり）
備考 所管課（問い合わせ先）

研修室1 480 520
研修室2 480 720
研修室３ 480 520
研修室4 480 650
多目的室1 596 830
多目的室2 480 720
工芸室 480 720
研修室1 480 720
研修室2 480 720
集会室1 480 720
集会室2 480 720
調理室 431 640
体育館 691 960
研修室1 411 610
研修室2 411 610
和室1 411 610
和室2 411 610
調理実習室 177 350
ふれあいルーム 411 610
多目的ホール 411 610
会議室 411 610
和室 296 440
調理実習室 397 590
多目的ホール 3,624 4,710
会議室1 492 490
会議室2 492 700
会議室3 492 700

和室 492 700

会議室1 492 700
会議室2 492 700
会議室3 492 700
和室１ 492 490
和室２ 492 490
調理実習室 492 730
体育館（1階）（全面） 1,424 1,990
体育館（2階） 220 440
会議室 492 390
1コート 210 410
2コート 210 410
A面 178 350
B面 178 350
C面 178 350
A面 178 350
B面 178 350
A面 178 350
B面 178 350

①小中高生の区分は廃止。

①照明設備については、別途1時間当たり1,240
円とする。

琴海南部運動公園運動場

土木部
土木総務課

（095-829-1162）

【注意事項】

※貸館施設の料金は、基本的に1時間当たりの料金を記載しています。改定後は、基本的に1時間あたりの料金となります。（一部施設では例外があります。）

※冷暖房設備の料金が設定されている施設は、R8.4.1以降、貸館施設の料金に冷暖房設備料金を含むため、冷暖房設備料金を廃止します。（一部施設を除く。）このため、これらの施設の料金の改定前後の料金

を比較するため、「～Ｒ8.3.31」の料金については、貸室料金に冷暖房設備料金を加算した金額を記載しています。

※料金の減免についても改定がありますので、詳細については所管課にお問い合わせください。

※その他本表で確認できないことに関しましては、所管課にお問い合わせください。

琴海北部運動公園運動場

琴海中部運動公園運動場

北総合事務所
地域福祉課

（095-814-3400）

教育委員会
教育総務部

生涯学習企画課
（095-829-2044）
琴海地域センター

（095-884-2001）

①冷暖房（会議室のみ）については、貸室使用料に
含む。
②舞台照明については、貸室使用料に含む。

市民生活部
スポーツ振興課

（095-824-3728）

①冷暖房・照明については、貸室利用料に含む。

②陶芸用電気釜については、別途1時間あたり
680円とする。

①冷暖房・照明については、貸室利用料に含む。

②コンロについては、別途1時間あたり（1口につ
き）60円とする。

①冷暖房・照明については、貸室使用料に含む。
②コンロについては、別途1時間当たり（1口につ
き）80円とする。

①冷暖房・照明については、貸室使用料に含む。
②コンロについては、別途1時間当たり（1口につ
き）60円、レンジについては130円、炊飯器につ
いては210円とする。

①冷暖房については、貸室使用料に含む。
②舞台照明については、別途1時間あたり照明器
具の種類ごとに使用料がかかる。

①冷暖房については、貸室使用料に含む。

コミュニティ活動
施設

スポーツ施設

琴海南部しらさぎ会館

琴海さざなみ会館

琴海北部研修センター

琴海活性化センター

琴海文化センター

琴海南部文化センター

琴海南部体育館

琴海中部運動公園庭球場


